
小浜市夢づくり市民活動支援事業による現物支給の概要 
 
１ 趣旨 
  小浜市第６次総合計画の協働のまちづくりの理念に基づき、ＮＰＯ、ボランティアなど

市民活動団体の自主的、主体的な社会貢献活動を支援するため、活動に必要な材料、消耗

品等を現物支給します。 
 
２ 現物支給の概要について 
 (1) 基本的な考え方 
  市民の自主的、主体的な社会貢献活動に行政として具体的なかたちで応えるもの 
 (2) 支給する現物 
  社会貢献活動に必要な材料、消耗品等 
 (3) 支給対象者 
  ア 小浜市または小浜市社会福祉協議会においてボランティア登録している団体 
  イ 社会貢献活動を行っている市民活動団体 
 (4) 支給上限額等 
  ア 上限額 １件 ２万円 
  イ 回数 年度中１回限り 
 (5) 募集期間 令和８年４月１日（水）～令和８年４月３０日（木） 
 (6) 制度の流れ 別紙フローチャートのとおり 

 
３ 申請書等関係書類について 

   ボランティア・市民活動交流センター（西津コミュニティセンター内）に設置します。

市ホームページからもダウンロードできます。 
 
４ 書類の提出について 
  上記３の申請書、見積書および団体の事業計画・事業実績・名簿（様式自由）をボラン

ティア・市民活動交流センター（西津コミュニティセンター内）へ提出してください。 

 

 

 

 

  

■申し込み・問い合わせ 
ボランティア・市民活動交流センター (西津コミュニティセンター内) 

 電話・ＦＡＸ：  ５２－７８３７ 
 メール   ： volunt-sien@city.obama.lg.jp 
  開館時間  ： 9：30-16：30   

休業日   ： 日曜日・月曜日・祝日ほか 



夢づくり市民活動支援事業による現物支給〈フローチャート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・必ず掛売り（請求書払い）が可能なところで購入してください。 

・必ず決定通知書の送付後に購入してください。 
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